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                                          T E L: 048-830-5107 
                      e-mail: a5090-08@pref.saitama.lg.jp 
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道 環 第 １６９ 号

平成１５年 ５月２１日

各県土整備事務所長 様

道 路 環 境 課 長

「電線共同溝整備に伴う既設電線類の移設補償について」の取り扱い

および様式類について（通知）

平成１５年５月２１日付、道環第１６８号で通知した標記の件については、別紙のと

おり取り扱いをお願いします。

また、上記通知に使用する様式について送付しますので、併せて通知します。

担当：防災担当 鈴木・石塚

電話：048-830-5107
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別 紙

１．「１．本取り扱いの適用対象者」について

今回の既設電線類の移設補償はマンション組合等の非営利な団体でかつ財政的に移設

費を負担することができない占用者（電線管理者）を対象としているため、適用対象者

の範囲を安易に拡大しないよう注意すること。

２．「２．移設補償の対象範囲」について

移設補償の対象範囲は、機能補償のという観点から、過度の補償を行わないこと。ま

た、額の算定に当たっては、「公共事業に伴う公共補償基準要綱」により算出すること。

ただし、引込管の民地部分については必要な補償を行うこと。

３．「４．移設補償費の支払時期」について

原則は抜柱後であるが、移設が完全に完了していることが明らかであれば、抜柱後で

なくても支払いは可能である。

この場合の、「移設が完全に完了している」とは、追加で移設するものが無い、とい

う意味である。

４．「５．移設完了後の管理」について

支払い後の管理については、当然電線管理者であることを事前に説明しておくこと。

その際、民地部分に設置した引込管路も県では管理しないことも説明しておくこと。（本

来、民地部分の管路はその建物の所有者が管理するものであるが、東京電力、ＮＴＴな

どでは各自で管理しているのが現状である。）

○様式集

様式－１ 既設電線類等の移設費の算出について（依頼）

様式－２ 履行確認書

様式－３ 既設電線類の移設費等について

様式－４ 既設電線類の移設費について

様式－５ 移設補償契約書
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道 環 第 １６８ 号

平成１５年 ５月２１日

各県土整備事務所長 様

県 土 整 備 部 長

電線共同溝整備に伴う既設電線類の移設補償について（通知）

平成１２年４月１０日付、建設省道路発３３号および建設省道環発１６号により、新

電線類地中化計画における道路管理者の電線管理者への一部補償は廃止されましたが、

別紙の適用対象者に限り、既設電線類の移設補償を取り扱うことにしますので通知しま

す。

担当：道路環境課

防災担当 鈴木・石塚

電話：048-830-5107
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別 紙

１．本取り扱いの適用対象者

平成９年４月１日付、通達道管第４８号「埼玉県道路占用料徴収条例の一部を改正す

る条例の施行について（通達）」の埼玉県道路占用料徴収条例第４条の占用料減免基準

のうち、９号の３に該当するために占用料が免除となっている占用者。（電線管理者）

（参考：９号の３ テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的

なもの）

２．移設補償の対象範囲

移設補償の対象範囲は、現況機能と同等の機能を保持するのに必要な施設を移設する

ときの工事費および材料費とする。

工事費には、仮移設および民地部分の引込に要する費用を含むものとする。

材料費には、民地部分に設置する材料費を含むものとする。

なお、将来の需要に対応した施設については対象外とする。

また、占用申請に係る費用は電線管理者の負担とする。

３．移設補償費の算定

上記２．で算出された工事費および材料費を移設補償費として支払うものとする。

４．移設補償費の支払時期

移設補償費は、地中化完了後（抜柱したことを確認後）電線管理者からの請求に基づ

き支払うものとする。

５．移設完了後の管理

移設補償費の支払い後の管理は民地部分に設置した施設を含め、電線管理者とする。
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第三期電線地中化計画と新電線類地中化計画における
電線共同溝の違い

１ 施工区分について

第三期電線地中化計画 新電線類地中化計画

電線共同溝 道路管理者施工 同 左
（縦断方向） （道路管理者管理）

電線共同溝 電線管理者施工 道路管理者施工
（民地方向・官地内） （電線管理者管理） （道路管理者管理）

→占用物件 →電線共同溝本体の一部

電線共同溝 電線管理者施工 電線管理者施工
（民地方向・民地内） （電線管理者管理） （電線管理者管理）

２ 費用負担について

第三期電線地中化計画 新電線類地中化計画

事前支障移設 材料費を除く工事費の１／２ 工事費及び材料費を全額補償
を補償 （ただし、支障とならない既
（クライテリア地域を除く） 設電柱の撤去は含めない）

電線共同溝 道路管理者負担及び施工 同 左
（縦断方向） （占用者建設負担金あり）

電線共同溝 材料費を除く工事費の１／２ 道路管理者負担及び施工
（民地方向・官地内） を補償 （占用者建設負担金あり）

（クライテリア地域を除く） ※電線管理者への委託施工に
ついて検討中

電線共同溝 材料費を除く工事費の１／２ 補償しない
（民地方向・民地内） を補償

（クライテリア地域を除く）

連系管路 材料費を除く工事費の１／２ 工事費及び材料費を全額補償
を補償
（クライテリア地域を除く）

地上機器・ケーブル 材料費を除く工事費の１／２ 補償しない
を補償
（クライテリア地域を除く）

※詳細は、別紙「費用負担区分のイメージ」を参照。
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道 環 第 ５６７号

平成１１年１０月 １日

各土木事務所長 様

土 木 部 長

電線共同溝建設に伴う既設電線類の移設補償

の当面の取り扱いについて（通知）

電線共同溝建設に伴う既設電線類の移設補償の取り扱いについては、別紙「電

線共同溝建設に伴う既設電線類の移設補償の当面の取り扱い」により、取り扱

われますよう通知します。

問い合わせ先

道路環境課防災担当

宮岡、中山（内５１０７）
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事 務 連 絡

平成１１年１０月 １日

各土木事務所長 様

道路環境課長

「電線共同溝建設に伴う既設電線類の移設補償の

当面の取り扱い」に係る関係様式等について

「電線共同溝建設に伴う既設電線類の移設補償の当面の取り扱い」については、平成

１１年１０月１日付け道環第５６７号により土木部長から通知されたところですが、下

記の様式について参考に送付いたします。

記

○既設電線類の移設に係る関係様式

１ 様式－１ 占用企業者への移設費等算出の依頼文

２ 様式－２ 履行確認書

３ 様式－３ 占用企業者の移設費等の通知文

４ 様式－４ 移設補償契約締結の依頼文

５ 様式－５ 移設補償契約書

６ 別紙 物件の移転補償費明細書

※様式－５（別紙含む）を変更して使用したい場合は、道路環境課防災担当へご相談

ください。

問い合わせ先

道路環境課防災担当

宮岡、中山（内５１０７）
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電線共同溝建設に伴う既設電線類の移設補償費の当面の取り扱い

１．本取り扱いの適用対象者

（１）電気通信事業法による第一種電気通信事業者

（２）電気事業法による電気事業者

（３）道路法に基づき占用を許可されている事業者

①有線テレビジョン放送法による事業者

②有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法による事業者

電線共同溝に入溝しない物件の移設補償については、「電線共同溝の整備に

伴う占用物件の移設に係る費用の補償について（通知）」（平成１１年１月１

８日付け道管第７４１号）によるものとする。

２．移設補償対象地域

（１）上記１．（１）及び（２）の移設補償費の対象地域は、平成８年１

月１６日の「電線類地中化推進検討会議報告」※（以下「会議報告」とい

う）の３．③の地域であって、需要密度が比較的高位で安定している地域

等の会議報告３．①に準じた地域、及びクライテリアの基準を持たない電

線管理者が「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づき電線類を

地中化する区域を対象とする。

（２）上記１．（３）については、需要密度に関係なく「電線共同溝の整

備等に関する特別措置法」に基づき電線類を地中化する区域を対象とする。

（３）電線管理者が既に地中化を行っている場合であって、電線共同溝を

整備することにより当該埋設物件を移設しなければならない場合は、ク

ライテリアに関係なく移設補償の対象とする。

１）※は、資料－１を参照

２）会議報告３．③の地域であって、需要密度が比較的高位で安定している地

域等の会議報告３．①に準じた地域になることが高い確度で見込まれる地域

に整備される先行的整備の電線共同溝は、移設補償の対象とはならない。
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３）クライテリアの基準

キャブシステムと同様に

・電 力：１２万ＫＷ／ｋ㎡以上

キャブシステム研究委員会報告（昭和６０年１０月２１日）

・通信（ＮＴＴ）：３００回線／ｈａ以上

電線類地中化に係わるＮＴＴのクライテリアについて

（平成４年８月２４日）

なお、ＮＴＴ以外の第一種電気通信事業者については、クライテリアは設

定されていない。

４）電線管理者が既に地中化を行っている場合には、架空線供給設備と地中線

供給設備の併存する場合も含む。

３．移設補償の対象範囲

移設補償の対象範囲は、現況機能と同等の機能を保持するのに必要な施設

を考慮したときの以下の（１）及び（２）を対象とする。

なお、現況施設と同等の機能を保持するのに必要な施設には、事故時等対

応用の予備管を含め維持管理に必要となる施設は対象とするが、将来の需要

に対応する施設については対象外とする。

（１）電線管理者の行う設備の移設費用のうち、材料費を除く工事費

電線管理者が行う地中化に必要な、現況施設の移設（仮移設を含む）

・撤去等を含む全ての工事費を対象とする。

（２）電線、電柱等架空線設備の材料費

電線共同溝を整備することにより撤去される現況の架空設備（電線、

電柱、トランス等の機器類）を現段階において建て替えた場合の材料費

全てを対象とする。

（３）上記（２）の材料費は、上記２．（３）電線管理者が既に地中化を行

っている場合にあっては、電線、地中管路、ハンドホール、地上機器等

地中線設備の材料費とする。

現況機能と同等の機能を保持するのに必要な施設

現況機能と同等の機能を保持する施設には、事故時等対応用として予備管１

条及び本線から住居等へ供給するための引き込み管までとするものとする。
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電線・地上機器等の材料費を除く工事費（設備費）

現在、電線管理者が電柱、電線、トランス等の地上施設において供給して

いる施設を地中化するために必要な電線、地上機器類のうち、電線管理者の

資産となる材料費を除いた工事費をいう（地中化完了後、電線管理者の資産

とならない仮移設の材料費は工事費とみなす）。

電線共同溝設置のために生じる現況施設の仮移設、現況施設の撤去につい

ても補償の対象とする。

電線、電柱等架空線設備の材料費（電線管理者が既に地中化を行っている

場合にあっては、電線、地中管路、ハンドホール、地上機器等地中線設備の

材料費）

材料費の価格は移設工事時点の再取得価格とし、減耗控除は行わない。

４．移設補償費の算定

移設補償の額は、対象者ごとに以下のとおりとする。

（１）上記１．（１）及び（２）に対しては、上記３．（１）、（２）及び（３）

より算出された額の１／２を移設補償費として支払うものとする。

（２）上記１．（３）①及び②のうち営利目的の事業者に対しては、当面の

間、原則として上記３．（１）、（２）及び（３）より算出された額の

１／２を移設補償費として支払うものとする。

（３）上記１．（３）①及び②のうち、非営利目的の事業者に対しては、各

事業者の事業目的、事業負担能力等を十分に勘案して算出した額を移設

補償費として支払うものとする。

５．移設補償費の支払い時期

移設補償費は、地中化完了後（抜柱したことことを確認後）電線管理者か

らの請求に基づき支払うものとする。
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移設補償費に伴う手続きについて

１．電線管理者が行う設備の移設にかかる費用のうち、材料費を除く工事費及

び電線・電柱等架空線設備の材料費の算出について、依頼通知をする場合は、

様式－１によるものとする。

２．履行の確認は、様式－２によるものとする。

３．電線管理者が行う設備の移設にかかる費用のうち、材料費を除く工事費及

び電線・電柱等既設架空線設備の材料費の算出結果を提出させる場合は、様

式－３によるものとする。

この場合、移設補償費は消費税の対象としないものとする。

４．契約書の締結について

１ 契約を締結する場合の協議書は、様式－４によるものとする。

２ 補償契約書は、様式－５によるものとする。
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様式－１

番 号

平成 年 月 日

占 用 企 業 者 様

○○土木事務所長

既設電線類等の移設費の算出について（依頼）

当事務所が施行した下記工事に関して、既設電線類の移設等に要した費用及

び既設電線、電柱等架空線設備の材料費を提出していただくよう依頼します。

記

１．件 名 ○○○電線共同溝工事

２．場 所

３．添付書類等

（１）既設電線類の移設等に要した費用の算出資料

（２）電線、電柱等架空線設備の材料費の算出資料

（３）平面図

（４）その他内容を明らかにした資料
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様式－３

番 号

平成 年 月 日

○○土木事務所長 様

占 用 企 業 者

既設電線類の移設費等について

平成 年 月 日付け 号で依頼のあった標記については、下記

のとおり提出します。

記

移 設 費 円

既設架空線設備費 円

通 - 123



様式－４

番 号

平成 年 月 日

占 用 企 業 者 様

○○土木事務所長

既設電線類の移設費について

平成 年 月 日付け、○○○で提出のあった標記については、下記金額の

とおり別添契約書をもって契約したいので、異存がなければ記名押印のうえ返

送願います。

記

１．契約の理由 ○○電線共同溝の整備に伴う既設電線類の移設補償費

２．契 約 額 円
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様式－５

移設補償契約書

金 円

埼玉県が施行する 線、 地内、電線共同溝整備工事により

生じた別紙に掲げる既設電線類の移設について、電線類移設者 を甲とし、

埼玉県を乙として、下記条項により移設補償契約を締結する。

記

（契約の主旨）

第１条 甲は、別紙に掲げる既設電線類を移設するものとする。ただし、甲が、移転す

ることにつき権原を有しない物件については、この限りではない。

２ 乙は、頭書の金額を甲に支払うものとする。

（補償金の支払い）

第２条 甲は、物件の移転が完了したときに、頭書の金額を乙に請求することができる。

（契約に関する紛争の解決）

第３条 この契約の内容に関し、第三者から異議の申し出があったときは、甲は責任を

もって解決するよう努めなければならない。

（契約外の事項）

第４条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、

乙協議して定めるものとする。

この契約の成立の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ１

通を保有する。

平成 年 月 日

住 所

甲

氏 名

住 所

乙

氏 名
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別 紙

物 件 の 内 容

所 在

物 件 名 規 格 数 量 金 額 備 考
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